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自治体の予算は、当該年度の歳出は当該年度の歳入をもって充てるという会

計年度独立の原則に基づいており、そのため会計手法も現金収支に着目した「現

金主義・単式簿記」を基本としています。 

しかし、資金の流れ（フロー情報）やその使途を明らかにすることを主眼と

する現在の公会計では、現金以外の資産や負債などの状況（ストック情報）及

び行政サービスに要した全体コスト等が把握しづらいため、多くの自治体が「発

生主義・複式簿記」を基本とする企業会計的手法を導入してきました。 

本市においても、平成 10 年度決算版の普通会計「バランスシート」をはじめ

として、順次、対象を拡大しながら企業会計的手法による財務書類を作成して

おり、平成 17 年度決算版からは、「総務省方式」により「バランスシート」、「行

政コスト計算書」、「キャッシュ・フロー計算書」を、平成 20 年度決算版からは

「総務省方式改訂モデル」により、また、平成 23 年度決算版からは「基準モデ

ル」により「貸借対照表（バランスシート）」、「行政コスト計算書」、「純資産変

動計算書」、「資金収支計算書（キャッシュ・フロー計算書）」の財務書類４表を

作成してきました。 

このような財務書類の整備は、全国的にも進められていましたが、「総務省方

式改訂モデル」「基準モデル」のほか「東京都方式」など、複数の方式があるこ

とで、団体間の比較をすることが難しい等の課題がありました。こうした状況

を受け、平成 26 年度に総務省から「統一的な基準」が示され、全ての地方公共

団体に対して、原則として平成 29 年度までにこの基準による財務書類を作成す

るよう、要請がありましたことから、本市におきましては、平成 28 年度決算か

ら「統一的な基準」に基づく財務書類を作成しております。 

今後も、これらの財務書類を効果的に活用しながら、市の資産・債務の適切

な管理や活用を図り、持続可能な財政構造の構築を進めてまいります。 
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一般会計 特別会計（７会計） 一部事務組合・広域連合・企業団（３団体）

特別会計(６会計) 競輪事業特別会計 神奈川県川崎競馬組合

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 卸売市場事業特別会計 神奈川県後期高齢者医療広域連合

公害健康被害補償事業特別会計 国民健康保険事業特別会計 神奈川県内広域水道企業団

勤労者福祉共済事業特別会計 後期高齢者医療事業特別会計 地方公社（２法人）

墓地整備事業特別会計 介護保険事業特別会計 川崎市土地開発公社

公共用地先行取得等事業特別会計 港湾整備事業特別会計 川崎市住宅供給公社

公債管理特別会計 生田緑地ゴルフ場事業特別会計 第３セクター（20法人）

企業会計（５会計） 公益財団法人　川崎市国際交流協会

病院事業会計 公益財団法人　川崎市文化財団

下水道事業会計 公益財団法人　川崎市スポーツ協会

水道事業会計 かわさき市民放送　株式会社

工業用水道事業会計 一般財団法人　川崎市母子寡婦福祉協議会

自動車運送事業会計 川崎アゼリア　株式会社

川崎冷蔵　株式会社

公益財団法人　川崎市産業振興財団

公益財団法人　川崎・横浜公害保健センター

公益財団法人　川崎市シルバー人材センター

公益財団法人　川崎市身体障害者協会

一般財団法人　川崎市まちづくり公社

みぞのくち新都市　株式会社

公益財団法人　川崎市公園緑地協会

川崎臨港倉庫埠頭　株式会社

かわさきファズ　株式会社

公益財団法人　川崎市消防防災指導公社

公益財団法人　川崎市学校給食会

公益財団法人　川崎市生涯学習財団

川崎未来エナジー　株式会社

連結財務書類

全体財務書類

一般会計等財務書類

令和６年度川崎市財務書類連結会計及び団体一覧
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１ 財務書類について 

(１) 地方公会計制度について 

地方公会計制度では、これまで「新地方公会計制度研究会報告書」等に示す

「地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル」(以下「基準モデル」とい

う。)又は「地方公共団体財務書類にかかる総務省方式改訂モデル」(以下「改

訂モデル」という。)を活用して、公会計の整備推進に取り組むことが求めら

れていました。 

本市では、平成 20 年度決算版から「改訂モデル」により、平成 23 年度決算

版からは「基準モデル」による財務書類の作成に必要となる複式簿記変換シス

テムや固定資産台帳を整備したことから、「基準モデル」による財務書類の作

成、公表を行ってきました。 

このような取組は、全国的にも進められていましたが、財務書類の作成方式

には、「改訂モデル」「基準モデル」のほか「東京都方式」など、複数の方式が

混在し、団体間の比較が難しい等の課題がありました。こうした状況を受け、

平成 27 年１月の「統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務

大臣通知）」により、総務省から全ての地方公共団体に対して、原則として平

成 27 年度から平成 29 年度までの３年間で「統一的な基準」による財務書類の

作成をするよう、要請があったところです。 

この要請に基づき、本市におきましては、平成 28 年度決算から「統一的な

基準」に基づく財務書類の作成、公表を行っています。 

 

 

(２) 財務書類４表（統一的な基準）について 

ア 貸借対照表 

貸借対照表は、会計年度末（基準日）時点で、地方公共団体がどのような

資産を保有しているのか（資産保有状況）、その資産がどのような財源でま

かなわれているのか（財源調達状況）を表示した財務書類です。 

基準日時点における地方公共団体の財政状態（資産・負債・純資産といっ

たストック項目の残高）が明らかになります。 

(ア) 資産 

・将来の資金流入をもたらすもの 

・将来の行政サービス提供能力を有するもの 

(イ) 負債 

将来、債権者に対する支払や返済により地方公共団体から資金流出を

もたらすもの（地方債、引当金等） 

(ウ) 純資産 

資産と負債の差額であり、地方税、地方交付税、国庫補助金など将来

の資金の流出を伴わない財源や資産評価差額などを計上 

 

イ 行政コスト計算書 

一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に係る費

用（経常的な費用）と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料



   2 

 

などの収益（経常的な収益）を対比させた財務書類です。 

これにより、その差額として、地方公共団体の一会計期間中の行政活動の

うち、資産形成に結びつかない経常的な活動について、税収等でまかなうべ

き行政コスト（純行政コスト）が明らかになります。 

 

ウ 純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、

１年間でどのように変動したかを表す財務書類です。 

純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国県

等補助金などの特定財源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コス

ト計算書で算出された純行政コストが純資産の減少要因として計上される

ことなどを通じて、１年間の純資産総額の変動が明らかになります。 

 

エ 資金収支計算書 

資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う

現金等の資金の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類

です。現金等の収支の流れを表したものであることから、キャッシュ・フロ

ー計算書とも呼ばれます。 

現金収支については、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされます

が、資金収支計算書においては、「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活

動収支」という性質の異なる三つの活動に大別して収支が記載され、地方公

共団体の資金が期首残高から期末残高へと増減した原因が明らかになりま

す。 

(ア) 業務活動収支 

「支出」は、基本的に行政コスト計算書が発生主義で計上する資産形

成を伴わない経常的な行政活動に伴う費用を現金主義で捉え直したも

のであり、「収入」は、地方税、地方交付税などの経常的な収入を計上

するものです。 

(イ) 投資活動収支 

固定資産形成や金融資産形成といった資本形成活動に関する収支で

す。 

(ウ) 財務活動収支 

公債費の償還・発行といった負債の管理に関する収支です。 
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オ 財務書類４表相互関係図（統一的な基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本

年度末現金預金残高と対応します。  

② 貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算され

ますが、これは純資産変動計算書の本年度末純資産残高と対応します。  

③ 行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に

記載されます。 

 

 

カ 全体・連結財務書類について 

全体財務書類及び連結財務書類とは、地方公共団体を構成する一般会計等

以外の特別会計や、地方公共団体と連携して行政サービスを実施している関

係団体や法人を１つの行政サービス実施主体としてとらえ、公的資金等によ

って形成された資産の状況、その財源とされた負債・純資産の状況、さらに

は行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明ら

かにすることを目的として作成する財務書類のことです。 

本市の全体・連結財務書類の対象となる会計・団体・法人については、目

次の次頁（令和６年度川崎市財務書類連結会計及び団体一覧）をご参照くだ

さい。 

 

 

(３) 民間企業と地方自治体の財務書類の違い 

民間企業（株式会社）においては、株主により選任された経営者が株主の保

有する株式価値を最大化すべく業務を執行します。そのため、民間企業の財務

書類においては、株主が投下している資本に対して適切なリターンがあるかど

うかが重視され、企業の収益率が重要な評価指標の一つとなります。一方で、

地方自治体においては、利益を計上することではなく継続的に行政サービスを

提供することが目的となります。従いまして、どのようなインフラ施設や公共

施設をどれくらい作ってきたか、そのようなインフラ施設や公共施設の老朽化

はどの程度進んでいるか、世代間の公平の状態はどのようになっているのか、

といったことなどを明らかにしていく必要があります。 

本年度歳計外
現金増減額

本年度末

現金預金残高

本年度末
純資産残高

固定資産等の
変動等

純行政
　コスト（△）

前年度末

資金残高

財務活動収入

純資産
前年度末

歳計外現金残高

財務活動支出

臨時損失
臨時収益 財源 業務活動支出

純行政コスト 投資活動支出

業務活動収入

投資活動収入

借方 貸方

資産 負債 経常費用 経常収益
前年度末

純資産残高

（うち現金預金）

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方

③

②

①
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ア 貸借対照表 

企業の会計では、特定の業種を除いて原則として、貸借対照表の項目を流

動性の高い順に配列する流動性配列法に従って記載されていますが、統一的

な基準においては、固定的な項目から順に配列する固定性配列法を採用して

います。これは、地方公共団体の有する資産の多くは長期的な資産保有形態

である固定資産の割合が高く、その財源調達についても長期的な負債である

地方債の比重が高いことを重視したものです。 

 

イ 行政コスト計算書 

行政コスト計算書は、企業の会計における損益計算書に対応するものとい

えますが、損益計算書が一会計期間の営業活動に伴う収益・費用を対比して

「当期純利益」を計算するのに対して、行政コスト計算書は一会計期間の経

常的な行政活動に伴う費用とその行政活動と直接の対価性のある使用料・手

数料などの収益を対比して「純行政コスト」を算出する点で大きく異なりま

す。 

これは、地方公共団体の行政活動は企業のように利益の獲得を目的としな

いこと、地方公会計モデルでは、税収を行政コスト計算書ではなく、純資産

変動計算書に計上することと関係します。 

企業の会計においては、株主は会社の所有者であり、その株主（所有者）

からの出資金は収益ではなく、純資産の増加要因として株主資本等変動計算

書に計上されます。民間企業と同様に、住民は地方公共団体の所有者として

捉えた場合、住民からの税収は「所有者からの拠出」であるという考えに基

づき（これを「持分説」といいます。）純資産変動計算書に計上することと

しています。 

 

ウ 純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、企業の会計における株主資本等変動計算書に対応す

るものといえますが、株主資本等変動計算書では、資本取引と損益取引の区

別が重視されるのに対して、純資産変動計算書では、純資産の財源の充当先

による区分が重視されるという点が異なります。 

 

エ 資金収支計算書 

現金収支については、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされます

が、資金収支計算書においては、統一的な基準では「業務活動収支」「投資

活動収支」「財務活動収支」という性質の異なる三つの活動に大別して記載

され、地方公共団体の資金が期首残高から期末残高へと増減した原因が明ら

かにされるのが特徴です。この点、企業の会計におけるキャッシュ・フロー

計算書においては、「営業活動」「投資活動」「財務活動」という三つの活動

に区分されます。 

 

 

 

 


